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は
じ
め
に

近
世
銅
座
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
組
織
を
担
っ
た
銀
座
（
元
禄
・
元
文
銅
座
〉
や
長
崎
会
所
（
明
和
銅
座
）
へ
の
検
討
分
析
を

深
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
元
禄
i
明
和
期
に
至
る
銅
集
荷
体
制
を
適
時
的
に
考
察
し
た
際
、
明
和
銅
座
へ
と
帰
結

し
た
長
崎
会
所
に
よ
る
一
元
的
な
銅
集
荷
体
制
の
整
備
・
確
立
も
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
大
坂
銅

座
の
歴
史
的
な
意
義
を
再
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
で
先
行
諸
研
究
を
ふ
り
か
え
っ

た
場
合
、
山
脇
悌
二
郎
氏
や
永
積
洋
子
氏
が
長
崎
会
所
と
大
坂
銅
座
と
の
財
政
的
な
関
連
を
取
り
上
げ
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
が
、

長
崎
会
所
役
人
の
恒
常
的
な
大
坂
出
役
の
具
体
的
な
検
討
と
、
そ
の
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
の
が
現

状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
鑑
み
、
正
徳
新
令
後
の
「
御
割
合
御
用
銅
」
の
実
施
や
そ
の
停
止
に
と
も
な
う
長
崎
会
所
に
よ
る
御
用
銅
の
直
買

入
体
制
の
確
立
、
享
保
一

O
年
の
長
崎
銅
吹
所
の
設
置
な
ど
、
銅
流
通
機
構
の
再
編
を
意
図
し
た
様
々
な
政
策
が
展
開
さ
れ
た
享
保

享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀
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期
の
長
崎
会
所
役
人
の
史
料
に
よ
り
つ
つ
、
御
用
銅
の
大
坂
買
入
と
長
崎
へ
の
廻
送
を
主
務
と
し
た
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
定
例
化

の
経
過
を
素
描
し
た
上
で
、
特
に
、
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀
に
つ
い
て
享
保
一
一
年
を
事
例
と
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
。
分
析
対
象
と
し
た
の
は
長
崎
会
所
役
人
初
村
家
の
史
料
〈
本
論
で
は
、
所
蔵
機
関
で
あ
る
大
村
史
料
館

の
作
成
目
録
に
随
い
峰
家
史
料
と
表
記
）
で
あ
る
が
、
本
論
に
先
立
ち
、
初
村
氏
の
由
緒
書
や
長
崎
会
所
役
人
の
分
限
帳
な
ど
に
よ

り
つ
つ
、
当
該
史
料
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
加
え
て
お
き
た
い
。

「
長
崎
諸
役
人
増
減
書
付
」
（
寛
延
三
年
一

O
月
作
成
・
長
崎
県
立
図
書
館
所
蔵
〉
に
記
さ
れ
た
長
崎
会
所
請
払
役
初
村
興
三
次
の

由
緒
に
は
、
「
祖
父
初
村
有
右
衛
門
元
様
七
成
年
年
行
司
部
屋
筆
者
被
仰
付
、
其
後
唐
人
屋
敷
普
請
方
役
被
仰
付
、
此
跡
初
村
銀
右
衛

門
只
今
相
続
仕
候
、
右
年
行
司
筆
者
跡
役

t父
茂
四
郎
相
続
仕
、
其
後
表
筆
者
被
仰
付
、
猶
文
元
方
A
5附
請
払
役
被
仰
付
候
跡
」
と

あ
る
。
つ
ま
り
、
初
村
家
は
、
興
三
次
の
祖
父
有
右
衛
門
か
ら
銀
右
衛
門
家
と
茂
四
郎
家
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、

現
在
、
峰
家
史
料
と
し
て
伝
存
し
て
い
る
の
は
、
後
者
の
茂
四
郎
家
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
就
中
、
長
崎
会
所
吟
味
役
・
請
払

役
と
い
っ
た
要
職
を
歴
任
し
た
茂
四
郎
・
興
三
次
の
両
人
に
関
す
る
も
の
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
茂
四
郎
は
、
長
崎
会

所
役
人
の
大
坂
出
役
が
定
例
化
し
た
時
期
の
享
保
一
一
年
に
大
坂
で
勤
務
し
て
お
り
、
当
該
期
の
御
用
銅
の
買
入
や
長
崎
へ
の
廻
送

に
関
し
て
極
め
て
詳
細
な
デ
l
タ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
興
三
次
（
宝
暦
四
年
か
ら
官
左
衛
門
と
改
称
）
に
つ
い
て
も
、
元
文

銅
座
廃
止
直
後
の
宝
暦
元
年
か
ら
同
二
年
ま
で
、
及
び
明
和
銅
座
設
立
の
年
で
あ
る
明
和
三
一
年
と
、
銅
統
制
策
上
の
枢
要
な
時
期
に

大
坂
へ
出
役
し
て
お
り
、
有
用
な
分
析
対
象
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
参
考
ま
で
に
両
人
の
役
職
・
加
役
の
変
遷
を
一
覧

し
た
（
表
1
と
表
2
）
。
峰
家
史
料
に
含
ま
れ
る
俵
物
関
連
、
人
参
関
連
等
の
史
料
は
、
両
人
の
加
役
事
情
に
よ
り
伝
存
し
た
も
の
と

推
定
さ
れ
、
職
歴
の
的
確
な
把
握
は
、
史
料
群
理
解
の
最
も
基
本
的
な
事
項
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
表
2
中
に
は
し
る
さ
れ
な
い
が
、

官
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
引
継
書
類
と
そ
の
関
連
史
料
か
ら
前
述
の
二
回
の
出
役
の
他
に
、
明
和
六

i
同
七
年
、
安
永
二

i
同
三
年
、

安
永
七

i
同
八
年
の
出
役
が
確
認
で
き
、
会
所
役
人
歴
任
中
最
低
五
回
は
大
坂
へ
出
役
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
明
和



初村茂四郎役職・加役一覧

年月日 役職名・加役等 備 考

宝永3年正月25日 年行司部屋筆者 親有右衛門代り跡役
正徳4年8月18日 立山屋御屋鋪御用筆者役
享保元年3月18日 会所役 中村藤助相役

II 2年正月18日 加役小間物支配
II 3年 御用米方加役 森理助相役
II 4年正月13日 年番 中村藤助相役
II 5年 為替方 中村藤助相役

6年 割符方 森助次右衛門相役
II 7年 雑用吟味方 小南進九郎相役
II 8年 小間物方 笹山甚友衛門相役
II 9年匹月13日 年番立合 年番中山作三郎・小南進九郎
II 10年iE月15日 俵物方 蒲池弥市郎相役
II 10年4月23日 為替方立合 中山作三郎・小南進九郎相役
II 11年iE月12日 年賦方加役
II 12年 年番
,, 13年 加役雑用吟味方
ア 14年 銅方
II 15年 年番立合
,, 16年 品渡方
,, 17年 立合・御米方
II }8年 立合
II 19年 品渡方
II II JO月18日 元方会所年番定立合
II 21年U月25日 吟味役

表 1

事
保
期
長
崎
会
所
役
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大
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銅
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大
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送
銀

目録J（長崎県立図書館誼辺文庫所蔵）より作成。【註】「正徳天平申三月

初村輿三次（官左衛門）役職・加役一覧
年月日 役職名・加役等 備 考

元文2年3月15日 会所諦払役
元文3年 小間物・割符方加役 山脇普次郎相役
,, 4年 靖国年賦拝借取立方 内藤普善次十郎郎相相役

5年 小間物・割符方 山脇 役
II 6年（寛保元） 銅方 三輪伊次平相役
II 7年（，， 2) 雑用方 笹山八郎右衛門相役
II 8年（II 3) 俵物方 伊東良友衛門相役

延享元年 年番（人参座加役） 若杉左門右衛門相役
II 2年 銅方
II 3年 俵物方 森梅左衛門相役
,, 4年

年前込番方 伊東敬四郎相役
寛延元年 森彦次郎相役

II 2年 雑用方
II 3年 年番 伊東敬四郎相役

宝暦元年E月4日
大板銅会所詰

II 2年3月19日
II 2年 払方年番 中山孫平次相役
II 3年 払方年番 柘植三右衛門相役
II 4年 払方年番 山本九八郎相役
II 4 , 9 ,23 会所吟味役

明和2年9月15日 大坂出役
天明2年5月 伴林右衛門諦払役拝命

表2

【註】「御役方記録」（長崎県立聞書館渡辺文剛所蔵）より作成。

J¥ 



享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

iへ

四
i
六
年
の
聞
に
長
崎
会
所
鋳
銭
方
も
勤
務
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
職
歴
が
当
該
史
料
中
の
銅
方
関
連
史
料
の
豊
富
さ
を
裏
付
け
て

い
る
と
言
え
よ
う
。事

保
一
一
年
大
坂
出
役
の
諸
前
提

事
保
一

O
年
二
一
月
二
七
日
、
「
於
立
山
初
村
茂
四
郎
・
森
百
助
両
人
銅
方
御
用
ニ
付
大
坂
へ
被
差
越
候
様
被
仰
付
候
」
と
、
周
年

正
月
一
五
日
か
ら
俵
物
方
（
蒲
池
弥
市
郎
と
相
役
）
、
四
月
一
一
一
一
一
日
か
ら
為
替
方
立
合
（
中
山
作
三
郎
・
小
南
進
九
郎
と
相
役
）
を
加

役
勤
務
し
た
会
所
論
払
役
茂
四
郎
は
、
翌
年
正
月
二
八
日
、
森
百
助
と
手
代
橋
本
五
大
夫
と
共
に
長
崎
を
出
足
し
た
。
茂
四
郎
一
行

が
大
坂
に
到
着
し
た
の
は
二
月
一
五
日
で
あ
り
、
同
年
八
月
五
日
に
長
崎
へ
帰
着
す
る
ま
で
の
約
半
年
間
に
亙
る
大
坂
出
役
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
閣
の
荒
銅
・
棒
鋼
の
買
付
及
び
長
崎
へ
の
廻
送
、
銅
代
の
大
坂
送
銀
と
そ
の
支
払
状
況
の
記
録
が
峰
家
史
料
に
伝
存
す

る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
大
坂
出
役
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
の
が
、
「
来
午
年
銅
御
貿
入
被
仰
付
大
坂
作
為
貿
入
会
所
役
人
両
人
手
代
壱

人
被
差
越
候
ニ
付
銅
方
定
覚
」
（
峰
家
史
料

5
0
1
8、
以
下
「
銅
方
定
書
」
と
略
記
）
で
あ
り
、
初
村
ら
会
所
役
人
の
大
坂
勤
務
に
関

す
る
諸
留
意
事
項
や
旅
費
・
諸
経
費
の
見
積
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、
「
今
度
会
所
役
人
両
人
手
代
壱
人
銅
為
御
買

入
大
坂
表
作
被
差
越
候
、
此
儀
去
ル
寅
年
会
所
役
人
被
越
候
節
と
は
諸
事
被
相
改
、
人
数
も
相
減
、
物
入
等
も
無
之
様
ニ
可
被
致
候
、

惣
勝
之
儀
毎
々
相
越
候
趣
と
は
大
坂
ニ
あ
諸
事
引
替
、
格
別
ニ
質
素
相
勤
候
様
ニ
被
仰
出
候
問
、
諸
事
可
被
致
勘
弁
事
」
と
あ
り
、

こ
の
度
の
大
坂
出
役
が
、
「
去
ル
寅
年
」
、
つ
ま
り
「
御
割
合
御
用
銅
」
が
廃
止
さ
れ
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
の
定
例
化
の
画
期

と
な
っ
た
享
保
七
年
の
場
合
と
は
異
な
り
、
万
端
「
質
素
」
に
勤
務
す
る
よ
う
諭
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
享
保
七
年
の
出
役
人
数

を
確
認
す
る
と
、
同
年
七
月
、
大
坂
銅
吹
屋
へ
通
達
さ
れ
た
「
銅
買
方
御
役
人
」
は
、
糸
宿
老
森
四
郎
右
衛
門
・
会
所
目
付
北
嶋
伝

兵
衛
・
請
払
横
瀬
吉
郎
右
衛
門
・
同
小
南
進
九
郎
・
筆
者
戸
田
佐
七
郎
・
向
井
上
弥
市
兵
衛
・
小
遣
小
野
庄
吉
・
同
有
富
四
郎
次
・

筆
者
手
伝
小
柳
喜
助
・
小
選
時
右
衛
門
・
同
清
六
の
二
名
と
合
わ
せ
「
上
下
弐
拾
三
四
人
」
と
い
う
大
所
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
判



明
す
る
。
そ
の
後
、
享
保
九
年
六
月
の
段
階
で
、
森
四
郎
右
衛
門
（
糸
宿
老
）
・
北
嶋
伝
兵
衛
〈
会
所
目
付
）
・
小
南
進
九
郎
（
請
払
）

の
大
坂
勤
務
が
確
認
で
き
、
享
保
一
一
年
以
前
は
、
糸
宿
老
・
会
所
目
付
と
い
っ
た
請
払
役
よ
り
上
役
の
大
坂
出
役
が
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
享
保
一
一
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
同
一
二
年
六
月
と
八
月
の
時
点
で
、
中
村
市
郎
兵
衛
（
請
払

役
）
・
中
山
作
三
郎
（
請
払
役
）
・
松
村
祖
大
夫
・
田
原
惣
右
衛
門
の
出
役
が
、
翌
一
三
年
九
月
に
は
、
佐
藤
勘
次
右
衛
門
（
請
払

役
）
・
笹
山
甚
左
衛
門
〈
請
払
役
）
・
大
河
内
勘
左
衛
門
・
総
尾
甚
五
右
衛
門
ら
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
享
保
二
年
の

初
村
・
森
・
橋
本
の
出
役
を
契
機
に
、
「
諸
事
被
相
改
」
と
あ
る
如
く
、
従
前
の
糸
宿
老
・
目
付
の
出
役
に
代
り
、
請
払
役
二
名
と
手

代
の
出
役
に
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
以
前
に
も
、
例
え
ば
、
宝
永
六
年
七
月
の
「
長
崎
銅
方
役
人
浜
武
源
次
郎
」

の
大
坂
出
役
を
確
認
出
来
る
が
、
「
銅
方
定
書
」
の
記
載
の
知
く
、
そ
の
定
例
化
は
享
保
七
年
以
降
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
か
つ
出
役

人
の
役
職
が
請
払
役
へ
と
定
置
さ
れ
た
の
が
享
保
一
一
年
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

大
坂
勤
務
の
必
要
経
費
は
、
享
保
一

O
年
二
月
の
段
階
で
、
旅
箆
代
銀
四
貫
九
五
六
匁
（
但
し
、
会
所
役
人
四
名
・
手
代
二
名
・

雇
筆
者
一
名
の
計
七
名
分
、
日
数
三
五
四
日
で
一
日
銀
二
匁
宛
計
算
）
を
は
じ
め
、
長
崎
｜
小
倉
聞
の
駄
賃
（
銀
一
三
五
匁
）
、
同
旅

館
代
（
銀
四
三
四
匁
）
、
下
関
｜
大
坂
聞
の
船
賃
（
銀
九
六
O
目
〉
、
同
船
中
賄
賃
（
銀
四
八

O
目
）
、
燈
油
代
（
銀
一
五
三
匁
六
分
）
、

蝋
燭
代
（
銀
二

O
一
匁
六
分
）
、
大
坂
逗
留
中
小
使
雇
賃
（
銀
五

O
O目
）
、
大
坂
会
所
宿
賃
（
銀
三

O
O目
）
の
総
計
銀
八
貫
九
五

O
目
二
分
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
〈
こ
れ
ら
の
外
、
雇
筆
者
料
・
飛
脚
賃
・
蔵
番
賃
等
も
計
上
さ
れ
て
い
る
）
。
ま
た
、
留
意
す
べ

き
は
「
大
坂
会
所
宿
賃
」
で
あ
り
、
元
文
銅
座
の
廃
止
を
う
け
宝
暦
元
年
よ
り
「
長
時
御
用
銅
会
所
」
と
し
て
制
度
的
に
定
置
さ
れ

た
、
い
わ
ば
長
崎
会
所
の
大
坂
出
先
機
関
的
な
機
構
の
萌
芽
形
態
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
銅
方
定
書
」
に
は
、
「
右
宿
賃
之

儀
拙
者
方
（
長
崎
町
年
寄
後
藤
惣
左
衛
門
）

8
差
出
候
凡
積
書
壱
ヶ
年
三
百
目
ニ
相
極
有
之
候
付
、
各
被
存
候

t
三
百
目
ニ
あ

t

中
々
蔵
有
之
候
場
所
借
り
請
申
間
鋪
－
一
付
、
彼
地
向
罷
越
承
合
相
伺
可
被
申
由
、
此
儀

t
只
今
迄
拙
者
共
手
代
大
坂
ね
相
詰
候
場
所

焼
失
ニ
付
、
吉
野
屋
惣
左
衛
門
屋
敷
地
を
借
り
当
時
旅
宿
無
之
候
付
此
方
8
致
家
造
地
代
壱
ヶ
年
凡
五
百
目
程
相
極
候
」
と
あ
り
、

享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

J¥ 
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長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
宿
と
し
て
、
町
年
寄
手
代
の
大
坂
宿
が
措
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
享
保
九
年
の
大
坂
大
火
に

よ
っ
て
焼
失
〉
。
さ
ら
に
、
大
坂
出
役
中
に
必
要
な
天
秤
・
硯
箱
・
算
盤
等
も
、
長
崎
町
年
寄
手
代
が
使
用
し
た
諸
道
具
に
よ
っ
て

賄
う
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
町
年
寄
手
代
の
大
坂
派
遣
は
、
宿
地
や
必
要
諸
道
具
に
つ
い
て
、
御
用
銅
の
買
入
と
長
崎
へ
の
廻
送

を
主
務
と
し
た
会
所
役
人
の
大
坂
勤
務
を
結
果
的
に
支
援
す
る
か
た
ち
と
な
っ
た
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

長
崎
町
年
寄
手
代
の
大
坂
派
遣
に
つ
い
て
は
、
「
諸
事
書
留
」
（
長
崎
県
立
図
書
館
古
賀
文
庫
）
所
収
の
「
古
事
聞
書
」
に
、

一
、
元
禄
一
四
辛
巳
正
月
一
一
一
日
鯛
琳
鵬
鶴
…
附
家
頼
両
人
為
替
銀
之
儀
ニ
付
京
都
へ
罷
越

（
中
略
）

－zH帽
M
V

一
、
同
正
月
十
九
日
、
高
木
清
右
衛
門
殿
於
京
都
為
替
銀
取
立
、
大
坂
御
蔵
為
納
上
京
ス

と
、
元
禄
一
四
年
、
町
年
寄
家
頼
（
手
代
）
の
「
為
替
銀
」
業
務
の
為
の
京
都
出
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
後
述
す
る
町
年
寄
手
代
の

銅
代
為
替
業
務
の
担
当
も
こ
う
し
た
「
為
替
銀
」
、
お
そ
ら
く
は
元
禄
一

O
年
よ
り
の
銅
代
物
替
長
崎
惣
中
請
負
に
関
わ
る
運
上
銀
の

為
替
業
務
を
町
年
寄
手
代
が
担
っ
た
こ
と
が
そ
の
鳴
矢
で
あ
ろ
う
。
事
保
一
八
年
以
降
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
江
戸
参
府
時
の
大
坂
宿

長
崎
屋
（
為
川
）
宅
が
会
所
役
人
の
大
坂
宿
と
し
て
定
着
し
、
こ
れ
が
長
崎
御
用
銅
会
所
・
大
坂
銅
座
へ
と
機
構
整
備
さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
前
は
、
長
崎
町
年
寄
手
代
の
大
坂
宿
、
或
い
は
大
坂
町
人
（
博
多
屋
勘
左
衛
門
等
）
宅
が
長
崎
会
所
役
人
大
坂
勤
務
時
の
借

宿
地
と
し
て
選
定
さ
れ
て
い
た
。
享
保
一
一
年
の
大
坂
宿
は
、
結
局
、
後
藤
の
肝
煎
で
嶋
本
惣
吉
方
へ
年
間
銀
四
八
O
目
の
宿
料
で

決
着
を
み
て
い
る
。

2 

御
用
銅
の
買
付

事
保
一
一
年
三
月
か
ら
七
月
ま
で
の
大
坂
で
の
荒
銅
・
棒
鋼
の
買
入
高
と
長
崎
へ
の
廻
送
に
つ
い
て
は
「
享
保
十
一
午
年
銅
方
御

用
大
坂
登
諸
御
用
留
」
（
峰
家
史
料
呂
∞
l
N
N
）
に
詳
し
い
が
、
こ
の
点
の
分
析
と
長
崎
銅
吹
所
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
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こ
の
時
の
A
5附
役
人
の
樟
銅
・
荒
銅
賞
入
高
は
、
荒
銅
（
棒
鋼
精
錬
分
）
と
樟
銅
の
合
計
二

O
七
万
八
，
七
六
O
斤
余
と
、
長
崎

廻
送
分
荒
銅
と
の
合
計
で
、
二
四
四
万
四
，
八
七
七
斤
余
と
な
り
、
ま
た
、
樟
銅
は
、
箱
詰
（
一

O
O斤
詰
）
二
万
七
九
七
箱
の
内
、

七
月
二

O
日
ま
で
に
一
万
二
四
七
箱
の
船
積
が
完
了
し
た
こ
と
か
ら
、
約
半
数
が
、
初
村
・
森
の
大
坂
発
足
以
降
、
長
崎
へ
廻
送
さ

れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
全
体
の
買
入
高
は
、
別
子
銅
が
八
月
以
降
に
売
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
や
（
八

1
九
O
万
斤
程
度
）
、
大
坂

銅
吹
屋
以
外
の
新
規
銅
吹
屋
の
長
崎
で
の
棒
鋼
売
上
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
さ
一

O
O万
斤
は
超
過
し
た
で
あ

ろ
う
。な

お
、
事
保
七
年
、
大
坂
で
の
会
所
役
人
に
よ
る
御
用
銅
直
買
入
の
開
始
と
、
幕
府
御
金
蔵
か
ら
の
御
用
銅
代
銀
取
替
払
の
停
止

に
際
し
、
江
戸
勘
定
所
か
ら
銅
吹
屋
へ
、
①
御
用
銅
は
大
坂
へ
廻
送
し
、
吹
屋
方
へ
渡
す
、
②
銅
買
上
値
段
を
上
銅
一

O
O斤
に
付

銀
九

O
目
を
上
限
と
し
、
中
・
下
の
銅
は
こ
れ
に
准
ず
る
こ
と
〈
但
し
、
年
々
の
銅
代
の
高
下
に
つ
い
て
は
、
会
所
役
人
と
相
対
の

こ
と
て
③
銅
代
銀
は
、
銅
吹
屋
へ
の
渡
斤
数
に
随
い
、
其
度
毎
に
渡
す
、
④
以
上
の
条
件
で
、
「
仕
当
ニ
難
相
」
山
々
は
、
御
用
銅

に
は
買
い
上
げ
な
い
と
い
っ
た
旨
が
通
達
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
銅
買
入
価
格
の
上
限
を
設
定
し
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
大

坂
屋
や
泉
屋
ら
銅
山
経
営
に
も
関
与
し
た
銅
吹
屋
か
ら
は
値
増
要
求
が
頻
繁
に
曲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
③
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
銅
代
銀
の
速
や
か
な
受
け
渡
し
を
望
む
銅
吹
屋
・
銅
問
屋
ら
の
意
向
に
よ
っ
て
、
大
坂
御
金
蔵
か
ら
の
取
替
払
の
停
止
と
い
っ

た
事
態
を
受
け
た
長
崎
会
所
は
、
銅
代
の
大
坂
送
付
体
制
を
早
急
に
整
備
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
次
に
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
た

3 

銅
代
の
大
坂
送
銀

各
地
の
銅
山
毎
に
銅
の
供
出
高
を
割
り
付
け
た
「
御
割
合
御
用
銅
」
は
享
保
元
年
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
享
保
七
年
分
の
割
付
を
実

事
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

｝＼ 
五
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施
し
た
も
の
の
享
保
六
年
一
二
月
に
そ
の
廃
止
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
通
達
に
は
、
「
長
崎
御
用
銅
之
儀
、
御
料
私
領
銅
山
ね
割
付
相

廻
、
右
代
銀
当
分
従
公
儀
御
取
替
ニ
成
、
長
崎
8
返
納
之
筈
－
一
候
所
、
右
返
済
段
々
相
滞
候
ニ
付
、
来
寅
年
8
国
々
銅
山
割
符
之
儀

相
止
、
古
来
之
通
御
料
所
銅
山
8
掘
出
候
銅

t長
崎
伐
相
廻
シ
、
直
ニ
売
渡
、
代
銀
ハ
長
崎
－
一
あ
相
渡
り
候
積
り
御
座
候
」
と
あ
り
、

こ
れ
が
二
一
月
一
四
日
に
大
坂
町
奉
行
所
へ
通
達
さ
れ
、
そ
の
追
書
に
「
吹
屋
ニ
あ
梓
銅
吹
立
候
儀
も
相
止
候
問
、
此
趣
吹
屋
共
ね

被
仰
波
候
様
ニ
と
存
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
翌
一
五
日
に
は
大
坂
銅
吹
屋
中
へ
そ
の
旨
が
遥
せ
ら
れ
た
。
通
達
の
内
容
か
ら
、
「
御

割
合
御
用
銅
」
撤
廃
の
第
一
要
因
は
、
長
崎
会
所
に
よ
る
幕
府
取
替
銀
の
返
納
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
た
め
今

後
は
幕
領
産
銅
の
長
崎
直
送
を
許
容
し
、
代
銀
に
つ
い
て
は
長
崎
会
所
か
ら
直
接
に
受
け
取
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
大

坂
銅
吹
屋
に
よ
る
銅
吹
（
精
錬
）
は
、
長
崎
直
送
に
関
わ
る
分
は
不
要
と
な
る
た
め
、
大
坂
へ
の
廻
銅
認
可
を
め
ぐ
っ
て
銅
吹
屋
ら

の
必
至
の
抵
抗
を
招
く
事
態
と
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
享
保
一

O
年
の
長
崎
銅
吹
所
設
置
に
も
、
こ
う
し
た
銅
の
長
崎
直
送
が
大

き
な
端
緒
を
与
え
た
と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
本
論
と
の
関
係
で
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
御
用
銅
代
の
幕
府
取
替
払
の
停
止
に
よ
り
、

前
述
の
よ
う
な
享
保
七
年
を
契
機
と
し
た
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
が
定
例
化
し
、
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
長
崎
会
所
役
人

の
旅
宿
先
の
選
定
や
大
坂
で
の
地
役
人
の
登
用
、
さ
ら
に
は
銅
代
の
送
銀
シ
ス
テ
ム
（
商
人
為
替
に
よ
る
送
銀
体
制
）
な
ど
の
大
坂

で
の
機
構
・
組
織
が
漸
次
、
整
備
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
当
該
期
の
御
用
銅
貿
入
資
金
の
幕
府
取
替
と
長
崎
会
所
の
返
納
遅
滞
に
つ
い
て
、
以
下
、
史
料
を
あ
げ
つ
つ
検
討
し
て

み
た
い
。
幕
府
に
よ
る
銅
代
銀
支
払
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
（
上
〉
に
収
録
さ
れ
た
コ
早
保
四
亥
年
長
崎
廻
銅

代
銀
目
録
」
が
、
そ
の
全
体
を
示
す
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
る
（
表
3
参
照
）
。
こ
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
代
銀
〈
総
計
銀
四
，
四
四
九

貫
八
六
六
匁
余
）
は
、
各
々
大
坂
御
金
蔵
・
江
戸
御
金
蔵
・
代
官
所
物
成
銀
よ
り
立
て
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
銅
代

の
支
払
に
つ
い
て
は
、
「
江
戸
御
金
蔵
－
一
号
渡
ス
」
・
「
代
官
所
物
成
銀
之
内
を
以
渡
ス
」
の
項
目
の
多
く
は
金
で
行
わ
れ
、
大
坂
御
金

蔵
よ
り
は
銀
で
行
わ
れ
た
。
銅
代
銀
の
支
払
高
に
つ
い
て
は
、
別
子
・
秋
田
の
大
口
払
を
実
施
し
た
大
坂
御
金
蔵
の
銀
高
が
最
大
で



享保四亥年長崎廻銅代銀目録
銅山 傾地・領分 廻飼高 銅代鍛 100斤.111価 銅代銀支払方

斤 貸匁 匁
①予州別子 石原新十郎御代官所 お0,000 η7,972 91.526余 大坂御金援ニ而渡ス
＠予州立Jll ，， ，， 500，側 切4,400 100.08 大綬卸金aニ而渡ス
③伺州・箔州所キ ー 300,000 213,189 71.侃3余 倹見所御物成銀之内を以渡ス
＠仮州多田 鈴木九大火御代官所 79,575 62,335 78.335余 代官所物成銀之内を以渡ス
⑤飛州 森山X克衛門御代官所 1,500 ・o 1.4鈎 98.903余 代官所物成鍛之内を以鍵ス
⑥石州 竹岡g左衛門御代官所 3,100 1,953 63.0 代'tr所物成鍛之内を以渡ス
crm：州内野 河胤滑兵衛網代官所 30,000 ・2) 15,300 60.0 ）..：~反御金蔵品而flス
⑧紀州熊野 紀州御傾 20,000 19,736 98.飽 大嫁御金厳ニ而渡ス
⑨仙台鱒沢 絵~隙奥守領分 30,000 ・3) 19,821 66.071余 江戸卸金蔵ニ荷litス
⑩羽州秋田 佐竹;(j点太夫領分 1,412，筑lO 1,574，犯8 111.443余 大担Z卸金蔵ニ而護ス
⑪奥州尾去沢 南郎大腿大~領分 400,000 ・4)479,236 119.809余 江戸卸金蔵品而litス
⑫羽州永絵 戸沢l:e!介領分 284,589 明 249,4錦 87.669余 江戸卸金aニ而illス
⑬館前大野 土井甲斐守備分 40,000 ・6) 48,270 120.676余 m~作;(j術門代官所物成鍛之内を以渡ス
⑬日州磁波 牧野幸之助傾分 ・21,600 21,075 97.573余 大飯卸金蔵ニ而渡ス
⑬吹分ij}出銅 ー 542,503 465,005 凪 713余 大飯御金蔵品而滋ス

ω小:t（①～⑮） 4,515, 773 4,449,866 i平鈎98.54余

⑮惣銅吹貨 お3,728

外 ⑪大妓長崎会所）~箱代舟貨人足諸入周 100,194 

⑬破船飼諸人周 494 

(B)IJ、nc⑮～⑬） 484,417 

総 ；十 ω＋ω 4,934,284 平均109.267余

内訳 大板御金蔵・・・・・・3,378貧076匁

江戸御金ii!!・・・・・・・・ヴ48貰555匁

表3

享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

【註】『住友史料叢書』年々諸用留四番（上）（忠文聞出版、 1992年 12月、 P98～102）より作成。
（・1）代金24両 2歩と銀 13匁5分 5厘を金 l両＝鎖60匁で換算。
（・2）代銀255両を金 1両＝銀60匁で換算。
｛・3）代金441両 l歩と銀 10匁3分2座7毛を金 1両＝銀45匁で換算。
｛刈）代金9,984両と銀4匁4分1厘 9毛を金 l両＝銀48匁で換算。
（・5）代金5,197両3歩と銀6匁 7分 6座 5毛を金 1両＝銀48匁で換算。
（・6）代金804両 2歩と永 12文6分 7厘2毛を金 1両＝銀 60匁で換算。

あ
り
、
享
保
四
年
次
の
銅
代
銀
全
体

の
約
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
及
ん
だ
。

ま
た
、
銅
吹
屋
へ
対
し
て
は
、
銅
吹
賃

の
外
、
「
大
坂
長
崎
会
所
井
箱
代
舟
賃

人
足
諸
入
用
」
・
「
破
船
銅
諸
入
用
」

が
支
払
わ
れ
、
「
御
割
合
御
用
銅
」
体

制
下
で
も
銅
吹
屋
に
よ
る
廻
鋼
業
務

が
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で

き
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
大
坂
・
長

所崎
を会
示所
．品・ L-
~ ~ 

"o~ と

は

大
坂
銅
吹
屋
中
の
会

で
は
、
幕
府
か
ら
の
取
替
銀
と
長

崎
会
所
の
銅
代
返
納
の
問
題
に
移
ろ

う
。
正
徳
二
年
よ
り
享
保
元
年
迄
の

銅
吹
屋
の
長
崎
廻
銅
と
代
銀
授
受
は
、

大
坂
銅
吹
屋
が
大
坂
御
金
蔵
よ
り
銅

代
銀
の
前
借
を
受
け
、
長
崎
へ
の
銅

廻
着
を
以
て
、
こ
れ
を
長
崎
（
長
崎
会

所
）
が
返
上
納
す
る
シ
ス
テ
ム
で

八
七



事
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

J¥ 
J¥ 

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
幕
府
に
よ
る
前
借
銀
や
銅
代
銀
の
取
替
と
こ
れ
を
長
崎
会
所
が
返
納
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
正
徳
二
年
以
降
享
保

六
年
ま
で
一
貫
し
て
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
長
崎
会
所
に
よ
る
銅
代
返
納
の
遅
滞
の
要
因
を
究
明
す
る
た
め
、

長
崎
会
所
に
よ
る
大
坂
へ
の
銅
代
送
銀
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
問
題
点
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
崎
陽
群
談
」
に
は

「
銅
代
為
替
之
事
」
と
し
て
当
時
の
銅
代
送
銀
シ
ス
テ
ム
を
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。
若
干
長
文
に
及
ぶ
が
以
下
労
を
厭
わ
ず
引
用
し

て
み
た
い
。
な
お
、
引
用
史
料
中
の
傍
線
は
筆
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
唐
阿
蘭
陀
商
売
相
済
候
以
後
、
其
年
ニ
相
渡
候
銅
代
銀
の
儀
ハ
、
惣
あ
商
売
物
代
銀
を
、
唐
方
ハ
宿
町
旬
、
阿
蘭
陀
方
ハ
長

崎
会
所
ね
商
人

8
元
増
共
ニ
相
納
、
此
銀
子
の
内
8
右
銅
の
元
代
分
引
取
、
前
々
ハ
大
坂
吹
屋
ね
相
渡
候
、
向
後
ハ
大
坂
御
蔵

ね
相
納
可
申
候
、
銅
足
シ
銀
も
一
同
に
相
払
候
事

一
、
右
銅
代
銀
数
千
貫
目
の
事
ニ
候
問
、
従
此
地
大
坂
迄
為
持
差
越
候
あ

t
、
海
陸
雑
用
も
多
く
懸
り
、
宰
領
等
も
数
多
無
候
L
w

t
道
中
不
用
心
ニ
も
有
之
候
、
芳
以
右
の
銀
子
為
替
ニ
取
組
候
あ
当
表
を
ハ
差
出
し
、
大
坂
ニ
あ
取
立
御
蔵
納
仕
候
事

附
、
此
為
替
の
義
ハ
、
町
人
為
替
斗
ニ
あ
ハ
銀
高
多
く
候
故
手
廻
成
兼
候
、
夫
故
近
国
の
領
主
借
請
候
号
、
翌
年
の
春
大
坂

ニ
あ
被
致
返
却
候
、
右
近
国
の
領
主
へ
貸
渡
候
次
第
ハ
、
其
城
下
又
ハ
領
内
の
大
商
人
、
或
主
大
百
姓
ニ
印
形
証
文
、
当
地

町
年
寄
へ
差
出
、
其
上
ニ
あ
町
年
寄
と
其
領
主
の
家
老
と
申
談
、
家
老
共
8
根
証
文
と
号
ヶ
候
あ
連
判
の
手
形
取
置
之
、
其

上
ニ
あ
為
替
取
組
ニ
相
定
り
候
、
地
下
役
人

8
銀
子
相
渡
し
候
、

E
文
大
坂
－
一
あ
取
立
候
節
ハ
、
町
年
寄
共
手
代
大
坂
へ
罷

登
り
右
銀
子
取
立
之
、
御
金
奉
行
中
へ
相
納
申
事
ニ
候
、
是
等
の
雑
用
銀
ハ
、
右
為
替
の
歩
銀

8
仕
払
仕
候
、
猶
文
歩
銀
の

残
り
有
之
候
、
此
分
ハ
年
々
町
年
寄
共
へ
配
分
為
仕
候
、
尤
先
格
の
割
方
有
之
候
、
其
上
ニ
も
残
銀
有
之
候
へ
ハ
浮
銀
の
内

ニ
入
候
事

ま
ず
、
最
初
の
一
筆
書
の
傍
線
部
「
向
後
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
享
保
元
年
の
「
御
割
合
御
用
銅
」
体
制
下
で
の
銅
代
銀
の
幕
府

取
替
と
そ
の
返
納
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
「
崎
陽
群
談
」
の
成
立
は
享
保
元
年
頃
）
。



続
い
て
、
大
坂
へ
の
銅
代
送
銀
を
近
国
領
主
へ
の
貸
付
と
大
坂
で
の
返
済
に
よ
る
、
い
わ
ば
大
名
為
替
に
よ
っ
て
実
施
す
べ
き
旨

が
記
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
、
領
主
の
城
下
・
領
内
の
大
商
人
や
大
庄
屋
の
印
形
証
文
を
長
崎
町
年
寄
へ
差
し
出
し
、
そ
の
上
で
、
町

年
寄
と
家
老
が
談
判
の
上
、
「
根
証
文
」
の
提
出
が
行
わ
れ
、
長
崎
地
役
人
よ
り
相
当
の
銀
子
が
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
大
坂
で

の
貸
付
返
済
銀
受
取
の
為
、
窓
口
と
し
て
は
前
述
の
よ
う
に
長
崎
町
年
寄
手
代
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
必
要
経
費
に
は
為
替
歩
銀
が

充
当
さ
れ
、
そ
の
残
余
は
町
年
寄
中
へ
一
定
の
割
合
で
配
分
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
坂
へ
の
幕
府
取
替
銀
返
済
の
為
、
長
崎
会

所
は
近
国
領
主
と
の
為
替
を
取
り
結
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
返
済
に
は
、
領
主
の
上
方
廻
米
の
売
却
代
が
基
本
的
に
充
当
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
銅
代
銀
の
現
送
の
危
険
性
を
回
避
す
る
為
に
と
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
恩
わ
れ
る
が
、
享
保
一

O
年
頃
に
は
、
そ

の
為
替
未
済
銀
が
、
八
，
六
五

O
貫
目
に
も
及
ん
だ
こ
と
を
物
語
る
記
述
が
長
崎
会
所
役
人
村
山
家
に
関
わ
る
史
料
中
に
存
在
す
る
。

関
係
部
分
に
は
、
「
長
崎
会
所
銅
代
先
年
九
州
御
大
名
様
方
前
為
替
銀
相
滞
候
銀
高
八
千
六
百
五
拾
貫
目
余
、
金
ニ
〆
拾
四
貫
千
両

余
、
享
保
十
巳
年
御
返
済
方
十
ヶ
年
賦
ニ
相
極
り
候
処
、
其
後
又
々
相
滞
、
長
崎
会
所
8
取
立
之
沙
汰
無
御
座
候
」
と
あ
り
、
さ
ら

に
、
宝
暦
一
二
年
に
至
っ
て
も
こ
の
滞
銀
の
返
済
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
著
名
な
「
町
人
考
見
録
」

に
は
、
享
保
期
の
銅
代
為
替
名
目
に
よ
る
長
崎
会
所
の
公
金
貸
付
の
背
後
に
京
都
商
人
吉
野
屋
惣
左
衛
門
の
金
融
活
動
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
享
保
一
二
年
分
の
長
崎
会
所
会
計
の
「
諸
浮
銀
」
項
目
に
、
「
銅
代
年
賦
銀
未
年
返
納
之

内
」
と
し
て
銀
八
九
貫
六
八
一
匁
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
吉
野
屋
に
よ
る
銅
代
貸
付
滞
銀
九
O
O貫
目
の
年
賦
銀
で
あ
ろ

う
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
充
分
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
銅
代
の
大
名
為
替
は
、

当
該
期
の
領
主
財
政
と
京
都
商
人
と
の
金
融
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
そ
の
為
替
が
機
能
不
全
に
陥
り
、
結
果

的
に
会
所
に
よ
る
取
替
銀
返
上
を
困
難
な
ら
し
め
、
享
保
七
年
か
ら
の
仕
法
変
革
に
帰
結
し
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

か
か
る
状
況
下
で
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
が
始
め
ら
れ
た
が
、
以
下
、
享
保
二
年
を
事
例
に
、
銅
代
の
大
坂
送
銀
の
実
態
を
検

討
し
て
み
た
い
。
「
銅
方
定
書
」
に
は
、
「
銅
為
買
入
長
崎
8
仕
登
銀
、

E
又
唐
阿
蘭
陀
商
売
銀
之
内
五
ヶ
所
商
人
共
長
崎
ね
可
相
納

享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

｝＼ 
九



享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

享保 11年銅代大坂取立・渡高

大版取立 控 高
摘 要 銀高 割合 摘 要 銀高 割合 銅単価

貫匁 % 貫匁 % 匁
①巳店船七般割荷物代銀之内 68,000 5.7 ①持t軽荒銅80,000斤代 72,000 6.0 90.0 

＠＠＠為巳午銅店店崎買曲輯借四長位担崎割割蹄荷荷物物仕豊f代t観飯セ担之之内内
130,000 10.9 ＠立川荒銅55,000斤代 49,500 4.1 90.0 
700,000 58.4 ＠生野荒銅123,000斤代 107 ,625 9.0 87.5 
300,000 25.0 ④秋田荒銅長崎廻送賃 8,100 0.7 一

⑤秋田荒銅代之内 600,000 50.1 95.0 
＠尾去沢荒飼70,000斤代 63,000 5.3 90.0 
⑦吹屋所持悼銅115,000斤代 125,580 10.5 109.2 
＠別子締銅80,000斤代 87,360 7.3 109.2 
＠永松悼銅30,0仰斤代 32, 760 2.7 109.2 
⑩熊野悼銅44,000斤代 48,048 4.0 109.2 
⑪甜池弥市郎へ引継 4,027 0.3 

計 l, 198,000 100.0 計 1,198,000 100.0 

表4

【註】「事保十一午年銅方御用大坂登諸御用留」（峰家史料 108-22）・「享保十一年二月銅代諦方帳J
（崎家史料 107-1)より作成。但し、銅単価は 100斤宛単価。

九
0 

筈
之
銀
於
大
坂
取
立
之
為
銅
買
入
銀
諦
取
之
」
と
、
「
仕
登
銀
」
と
記
さ
れ
た

会
所
か
ら
の
現
送
（
飛
脚
）
、
五
ヶ
所
商
人
の
商
売
銀
の
大
坂
取
立
（
為
替
）

の
二
通
り
の
送
銀
方
途
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
同
年
二
月
か
ら
八
月

迄
、
長
崎
会
所
に
よ
る
大
坂
送
付
銅
代
銀
一
，
一
九
八
貫
目
の
取
立
内
訳
と

支
払
内
訳
を
表
4
に
一
覧
し
た
。
大
坂
取
立
の
内
、
②
は
、
「
為
銅
買
銀
長
崎

8
御
登
セ
銀
、
宰
領
飛
本
田
平
七
持
登
銀
請
取
之
」
と
、
飛
脚
に
よ
る
現
送

分
に
相
当
し
、
全
体
の
一

0
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
①
「
巳
唐
船
七

般
割
荷
物
代
銀
」
は
、
二
月
一

O
日
を
期
限
に
、
長
崎
町
年
寄
が
大
坂
納
を

差
配
し
、
大
坂
在
勤
中
の
町
年
寄
手
代
の
元
へ
納
付
さ
れ
た
も
の
を
、
二
月

一
七
日
に
、
大
坂
へ
到
着
し
た
ば
か
り
の
初
村
ら
が
受
け
取
っ
た
分
で
あ

り
、
為
替
主
や
納
付
主
ら
は
判
明
し
な
い
。
「
大
意
書
」
に
記
載
さ
れ
た
為
替

納
付
日
限
の
「
御
定
」
は
、
三

O
日
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
、
為
替
納
付

日
限
は
「
六
十
日
切
」
で
あ
り
、
日
限
以
前
の
納
付
に
は
、
「
日
歩
」
の
支
払

い
も
指
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
為
替
納
銀
に
際
し
て
は
、
銀
一
貫
目
に
付

銀
一
匁
五
分
の
入
目
銀
徴
収
が
な
さ
れ
て
お
り
、
明
和
三
年
の
銅
座
設
置
以

前
に
あ
っ
て
は
「
大
坂
定
役
手
代
並
京
都
芳
野
屋
三
郎
九
郎
手
代
」
ら
の
受

用
銀
と
し
て
充
当
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
受
用
銀
は
、
「
内
分
」
と
あ
る
如
く
、

享
保
一
一
年
の
銅
代
講
払
関
連
勘
定
帳
に
は
全
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

大
坂
で
の
「
銀
見
・
銀
掛
・
銀
包
雇
賃
」
に
充
当
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



巳唐船拾般割・午庸船四般割荷物代銀為替主一覧

為替主 納付高 割合 備考（請取・納付主）

【巳fM船拾番般荷物代銀】

貫匁 % 

富問屋与兵衛（3口） 130,000 18.6 唐搾毘消克布揃門・伏見屋武右衛門

山口毘勘右衛門・井筒屋圧右衛門（2口） 106,000 15.1 加賀屋号兵衛・墨毘作兵衛

平野昆虫兵衛（2口） 115,000 16.4 平野毘吉郎右衛門

同多屋久左衛門 70,000 10.0 博多毘次助・同猶兵衛外ー名

粕屋久右衛門（2口） 60,000 8.6 為替主と同じ

野口次兵衛・大坂屋新右衛門 56,500 8.1 墨陸作兵衛

阿武屋久兵衛（2口） 42,000 6.0 加賀原与兵衛・染屋宇兵衛

室岡次郎右衛門・生出甚三郎 38,000 5.4 加賀屋与兵術

林凹文兵衛 30,000 4.3 加賀毘与兵衛・同四郎兵荷

万屋八郎兵衛 21,000 3.0 万毘五郎兵衛

酸河陸彦七（3口） 16,500 2.4 墨屋作兵衛・長崎毘与兵衛・日野屋平兵衛

漆屋平次右衛門 10,000 1.4 池出屋次兵衛

平野屋彦兵揃 5,000 0.7 為替主と同じ

計 700,000 100.0 4月初日、 5月8日～12日納付

【午唐船四般割荷物代銀】

貫匁 % 

野口次兵衛・大甑屋新左衛門（3日） 75,000 25.0 握屋作兵衛

藤屋弥兵衛 47,000 15.7 墨屋作兵衛

室岡次郎左右衛門・生出甚三郎 38,500 12.8 唐津匝消左右衛門

平野昆忠兵衛 26,500 8.8 平野屋古郎右揃門

林田又兵衛 25,000 8.3 加賀屋四郎兵衛

辻四郎兵衛 23,500 7.8 亀屋源右衛門

泉屋平八・同孫兵衛（2口） 20,000 6.7 小西孫八郎・河内屋七郎兵衛

山口屋勘右衛門 16,000 5.3 唐津屋消左衛門

米屋甚太郎 12,000 4.0 池山屋次兵衛・同四郎兵衛

大場八郎兵衛 8,500 2.8 河内屋七郎兵衛

河内毘長三郎 8,000 2. 7 菱屋小右衛門

St 300,000 100.0 6月 19日～22日納付

表5

享
保
期
長
時
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

【註】「事保十一年二月銅代諸方帳」（崎家史料 107-1)より作成。

九



事
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

九

為
替
主
と
そ
の
納
付
銀
高
は
、
③
「
巳
唐
船
拾
般
割
荷
物
代
銀
之
内
」
銀
七

O
O貫
目
、
④
「
午
唐
船
四
般
割
代
銀
之
内
」
銀
一
二

O
O貫
目
の
場
合
で
判
明
す
る
（
表
5
）
。
銀
一

O
O貫
目
を
超
過
す
る
納
付
銀
高
は
、
富
田
屋
、
山
口
屋
・
井
筒
屋
、
平
野
屋
の
三

例
で
確
認
で
き
る
が
、
何
れ
も
こ
か
ら
三
口
に
分
け
て
の
納
付
で
あ
り
、
一
口
の
為
替
取
組
銀
高
の
平
均
は
、
③
の
場
合
で
銀
三
三

貫
三
三
三
匁
余
、
④
の
場
合
で
、
銀
一
二
貫
四
二
八
匁
余
と
、
各
商
人
の
長
崎
で
の
取
引
状
況
に
も
よ
る
が
、
分
散
型
で
の
納
付
で

あ
っ
た
。
納
付
期
日
は
、
③
の
場
合
で
、
博
多
屋
久
左
衛
門
が
四
月
二
六
日
に
納
付
し
た
以
外
は
、
五
月
八
日

i
一
二
日
の
聞
に
、

④
の
場
合
で
六
月
一
九
日

i
二
二
日
の
聞
に
完
了
し
て
い
る
。
③
の
納
付
銀
は
、
秋
田
荒
銅
の
内
銀
三

O
O貫
目
〈
五
月
二
六
日

払
〉
、
立
川
荒
銅
二
万
二
，

0
0
0斤
代
銀
一
九
貫
八

O
O目
（
五
月
二
八
日
払
）
、
生
野
荒
銅
八
万
三
，

0
0
0斤
代
銀
七
二
貫
六

二
五
匁
（
五
月
二
九
日
払
）
、
津
軽
荒
銅
三
万
斤
代
銀
二
七
貫
目
（
五
月
二
九
日
払
〉
、
尾
去
沢
荒
銅
七
万
斤
代
銀
六
三
貫
目
（
五
月

二
九
日
払
）
の
合
計
銀
四
八
二
貫
四
二
五
匁
の
支
払
に
充
当
さ
れ
、
ま
た
④
の
納
付
銀
は
、
秋
田
荒
銅
代
の
内
銀
三

O
O貫
目
の
他
、

表
5
中
の
樟
銅
代
銀
（
全
て
七
月
三
日
払
）
に
充
当
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
銅
代
の
内
、
最
大
の
支
出
は
秋
田
荒
銅
代
で
あ
り
、
総
額

で
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
体
の
支
出
内
訳
の
約
五
割
を
も
占
め
る
。
ま
た
、
長
崎
廻
送
の
運
賃
は
、
「
定
運
賃
」
銀
五
分
に
昨
年
は

銀
二
分
を
増
す
も
、
吟
味
の
上
、
可
能
な
限
り
引
き
下
げ
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
。
銅
代
及
び
運
賃
の
差
引
は
、
後
任
の
蒲
池
弥

市
郎
へ
の
「
引
継
」
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
銅
代
は
、
各
銅
問
屋
・
吹
屋
へ
渡
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
銀
受
取
証
文
（
証
文
宛
先
は
全
て
初
村
・
森
・
橋
本
三
人
宛
）
を

表
6
に
一
覧
し
た
。
表
中
、
大
坂
屋
永
治
郎
（
津
軽
鏑
）
・
泉
屋
吉
左
衛
門
（
別
子
銅
）
の
二
名
は
、
大
坂
銅
吹
屋
で
あ
る
。
山
下
八

郎
右
衛
門
・
長
浜
屋
源
左
衛
門
・
平
野
屋
文
兵
衛
は
、
秋
田
銅
問
屋
で
あ
り
、
泉
屋
理
右
衛
門
・
丁
字
屋
吉
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、

判
断
と
な
る
史
料
を
欠
く
が
、
当
時
の
南
部
銅
問
屋
で
あ
ろ
う
。
立
川
銅
の
近
江
屋
五
郎
兵
衛
は
、
泉
屋
が
、
そ
の
上
荷
船
を
購
入

し
、
或
い
は
近
江
屋
名
義
で
屋
敷
地
を
買
収
等
す
る
等
、
泉
屋
と
の
親
密
な
関
係
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
川
崎
屋
茂
平
は
、
長
崎

（
会
所
或
い
は
町
年
寄
）
へ
棒
鋼
の
直
売
上
を
願
い
出
た
人
物
で
あ
り
、
生
野
荒
銅
の
外
、
熊
野
樟
銅
を
売
り
上
げ
た
。
こ
う
し
て



表
6

享
保

11
年
銅
代
銀
向
々
請
取
証
文
一
覧

番
表

題
月
日

銅
代

銀
摘

要
単

価
証

文
差

出

貫
匁

匁

①
 
覚

3,24 
45,000 

陸
奥
国
体
軽
銅

50,000
斤
代
銀

9
0
 
大
坂
屋
永
治
郎
代
喜
右
衛

②
 
請
取
申
銀
子
之
事

4,26 
29, 700 

伊
予
国
別
子
立
川
銅

33,000
斤
代
銀

90 
近
江
屋
五
郎
兵
衛

内
(
1
2
000・・・4,3

請
取

17. 700・. ・4 • 26請
取

③
 
請
取
申
銀
子
之
事

4,26 
35,000 

但
馬
園
生
野
銅

40,000
斤
代
銀

86.5 
川
崎
屋
茂
兵
衛

内
(1!:000・・・4,3

請
取

,000・・・4,26請
取

④
 
譜
取
申
銀
子
之

.ljj
5,26 

300,000 
出
羽
国
秋
田
荒
銅
代
銀
の
内

平
野
屋
文
兵
衛
・
山
下
八
郎
右
衛
門
・
長
浜
屋
源
芹
．
荷
門

＠
 
請
取
申
銀
子
之

Ijl
5,29 

72,625 
｛
司
馬
国
生
野
銅

83,000
斤
代
銀

87.5 
川
崎
屋
茂
兵
衛

⑥
 
覚

5,29 
27,000 

陸
興
国
部
軽
銅

30,000
斤
代
銀

90 
大
坂
屋
永
治
郎
代
喜
右
衛
門

⑦
 
覚

5,29 
63,000 

陸
奥
国
尾
去
沢
銅

70,000
斤
代
銀

90 
丁
子
屋
古
右
衛
門
・
泉
毘
盟
右
衛
門

＠
 
請
取
申
銀
子
之
ヰ
i

5,28 
19,800 

伊
予
国
立
川
銅

22,000
斤
代
銀

90 
近
江
屋
五
郎
兵
衛

⑨
 
請
取
申
銀
子
之
＊

6,29 
300,000 

lH
羽
国
歓
出
荒
銅
代
銀
の
内

平
野
屋
又
兵
衛
・
山
下
八
郎
右
衛
門
・
長
浜
屋
源
左
衛
門

⑩
 
請
取
申
銀
子
之
4f.

7,3 
87,360 

伊
予
国
別
子
悼
銅

80,000
斤
代
銀
｛
・

1)
109.2 

泉
屋
吉
左
荷
門

⑪
 
諦
取
申
銀
子
之
11'

7,3 
32,760 

出
羽
国
永
松
悼
銅

30,000
斤
代
銀
｛
・

2)
109.2 

大
坂
毘
永
次
郎
代
作
右
衛
門

⑫
 
請
取
申
銀
子
之
11i

7,3 
125,580 

吹
毘
積
残
所
持
悼
銅

115,000
斤
代
銀
（
・

3)
109.2 

平
野
屋
忠
兵
衛
・
大
患
屋
甚
右
衛
門
・
泉
毘
吉
左
衛
門

⑬
 
請
取
申
銀
子
之
!ff.

7,3 
48,048 

紀
伊
国
熊
野
悼
銅

44,000
斤
代
銀
（
・

4)
109.2 

川
崎
屋
茂
兵
衛

【
註
】
「
享
保
十
一
丙
午
年
二
月
銅
代
銀
向
々
請
取
証
文
・
吹
屋
中
荒
銅
請
取
証
文
・
荒
銅
売
上
証
文
控
J
（
崎
家
史
料

110・1）
よ
り
作
成
。

但
し
、
各
証
文
の
宛
先
は
全
て
初
村
茂
四
郎
・
森
百
助
・
橋
本
五
太
夫
。

（・
1）（・

2）
（
吋
）
樟
銅
吹
賃
・
箱
代
・
長
崎
迄
の
運
賃
銀
を
含
め
た
単
価
。

（・
3）

箱
代
・
長
崎
迄
の
運
賃
銀
を
含
め
た
単
価
。

恒
H！
ま
喪
~
盤
側
庖
邸
－
＜
E
H
＜
思
召
剥
ベ

j畢
E
騒
ピ

Q-1<邸
制
穏

4ミ川



事
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

九
四

大
坂
で
買
い
入
れ
た
荒
銅
は
、
秋
田
荒
銅
の
長
崎
廻
送
分
を
除
き
、
全
て
「
銅
吹
屋
惣
中
」
へ
掛
け
渡
さ
れ
、
樟
銅
へ
精
錬
さ
れ
た

上
で
長
崎
へ
廻
送
さ
れ
た
。
銅
吹
屋
中
へ
の
吹
賃
は
、
会
所
買
入
棒
鋼
代
が
当
時
一

O
O斤
に
付
銀
一

O
九
匁
二
分
で
あ
り
、
荒
銅

代
と
の
差
引
が
銅
吹
屋
中
へ
の
取
得
分
（
吹
賃
・
箱
代
・
人
足
賃
・
運
賃
・
雑
用
等
を
含
む
）
と
な
る
が
、
単
純
計
算
で
、
一

O
O

斤
に
付
銀
二
一
匁
七
分
か
ら
一
四
匁
二
分
と
な
る
。
吹
屋
渡
の
荒
銅
高
一
八
九
万
八
，
八

O
三
斤
に
つ
い
て
、
取
得
分
を
試
算
す
る

と
、
津
軽
・
立
川
・
尾
去
沢
は
荒
銅
計
四
三
万
五
，

0
0
0斤
で
、
樟
銅
単
価
銀
一

O
九
匁
二
分
か
ら
荒
銅
単
価
銀
九

O
匁
の
差
引

銀
一
九
匁
一
一
分
を
取
得
分
と
し
て
、
総
計
銀
八
三
貫
五
二

O
目
と
な
る
。
同
様
に
、
生
野
荒
銅
二
四
万
三
、

0
0
0斤
分
で
銀
五
二

貫
七
三
一
匁
、
秋
田
荒
銅
一
二
二
万
八

O
三
斤
で
銀
一
七
三
貫
一
二
五
四
匁
の
合
計
銀
三

O
九
貫
六

O
五
匁
が
推
定
吹
屋
取
得
分
で
あ

る
。
こ
の
荒
銅
代
と
神
銅
代
の
差
引
取
得
分
は
、
長
崎
へ
の
廻
着
を
以
て
、
長
崎
鋼
会
所
へ
渡
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
泉
屋
・
大
坂
屋

の
場
合
で
は
、
長
崎
会
所
は
、
荒
銅
代
分
を
大
坂
で
支
払
い
、
残
分
を
長
崎
銅
会
所
へ
支
払
う
仕
組
み
と
な
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
長
崎
会
所
役
人
初
村
茂
四
郎
の
大
坂
出
役
に
関
す
る
史
料
を
も
と
に
、
享
保
七
年
か
ら
の
幕
府
に
よ
る
銅
代
取
替
払
の
停

止
に
と
も
な
う
長
崎
会
所
に
よ
る
御
用
銅
直
買
入
を
契
機
と
し
て
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
が
定
例
化
し
、
享
保
二
年
よ
り
そ
の
出

役
人
が
会
所
請
払
役
へ
と
定
ま
っ
た
経
緯
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
享
保
二
年
を
事
例
と
し
て
、
大
坂
へ
の
銅
代
送
付
と
そ
の

支
出
の
一
端
を
具
体
的
に
検
討
し
た
が
、
こ
れ
を
宝
暦
一
五
年
の
長
崎
御
用
銅
会
所
の
財
政
構
造
と
対
比
し
た
場
合
、
大
坂
で
の
必
要

諸
経
費
の
財
源
（
長
崎
御
用
銅
会
所
で
は
御
菓
子
屋
除
砂
糖
代
の
充
当
が
確
立
）
が
未
確
立
で
あ
っ
た
点
、
ま
た
、
銅
代
銀
の
全
て

を
為
替
送
銀
に
よ
ら
ず
一
部
飛
脚
に
よ
る
現
送
を
含
む
点
、
長
崎
町
年
寄
手
代
の
大
坂
派
遣
に
・
街
地
や
諸
道
具
等
の
面
で
依
拠
す
る

点
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
財
政
・
組
織
面
に
お
け
る
過
渡
的
な
状
況
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
長
崎
会
所
は
、
享
保
一
二
年
か
ら
の
銅
代
銀
の
大
坂
一
括
払
の
実
施
に
よ
っ
て
、
棒
鋼
買
入
価
格
の
切
り
下
げ
を
実
現
さ



せ
た
が
、
こ
の
点
、
泉
屋
を
は
じ
め
各
銅
問
屋
は
、
恒
常
的
な
鉱
山
へ
の
資
金
投
下
に
よ
っ
て
産
銅
を
確
保
す
る
必
要
性
か
ら
、
資

金
（
代
銀
）
の
早
急
な
支
払
と
請
取
を
常
に
望
む
傾
向
が
あ
り
、
大
坂
へ
の
銅
代
送
付
は
、
一
方
で
か
か
る
要
請
に
迫
れ
ら
れ
た
も

の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
長
崎
会
所
に
よ
っ
て
漸
次
確
立
さ
れ
た
五
ヶ
所
商
人
の
商
売
代
銀
の
支
払
関
係
を
援
用
し
た

商
人
為
替
に
よ
る
銅
代
の
大
坂
送
銀
シ
ス
テ
ム
は
、
長
崎
御
用
銅
会
所
或
い
は
明
和
銅
座
の
財
政
の
確
立
に
も
速
な
る
枢
要
な
シ
ス

テ
ム
の
構
築
で
あ
る
と
同
時
に
、
銅
代
銀
を
円
滑
に
循
環
さ
せ
、
各
地
御
用
銅
山
へ
の
資
本
投
下
を
遅
滞
な
く
実
施
す
る
た
め
の
シ

ス
テ
ム
と
し
て
も
機
能
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
か
る
観
点
か
ら
の
銅
貿
易
と
鉱
山
経
営
と
の
具
体
的
な
検
討

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【註】
（l
）
山
脇
悌
二
郎
「
統
制
貿
易
の
展
開
」
（
『
長
崎
県
史
』
対
外
交
渉
編
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
一
月
）
が
、
こ
の
点
で
は
、
比
較
的
詳
制
な
分
析
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
『
長
崎
の
唐
人
貿
易
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
四
月
）
・
「
天
保
改
革
と
長
崎
会
所
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
四
八
、
一
九

六
八
年
一
月
）
も
電
要
な
研
究
成
果
で
あ
る
。
な
お
、
永
積
洋
子
「
大
原
銅
座
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本
産
業
史
大
系
』
近
畿
地
方
筒
、
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
六
O
年
）
で
も
、
明
和
銅
座
設
立
期
の
長
崎
会
所
と
の
関
連
に
言
及
が
あ
る
。

（2
）
明
和
六
年
1
同
七
年
は
、
「
銅
座
諸
臆
面
等
目
録
共
申
送
桁
々
書
付
」
（
峰
家
史
料
E
N
1
0
）
、
安
永
二
年
1
同
三
年
は
、
「
安
永
二
年
巳
十
月
廿
七
日
引

継
帳
而
目
録
」
（
崎
家
史
料
5
M
l
M
）
が
、
大
阪
出
役
関
連
の
引
継
文
書
に
該
当
し
、
安
永
七
年
1
同
八
年
は
、
伝
存
史
料
か
ら
判
断
で
き
る
。
こ
の
引
継

文
書
に
目
録
記
載
さ
れ
た
文
書
が
、
初
村
氏
本
来
の
現
有
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
伝
存
文
書
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
史
料
群
と

し
て
の
性
格
が
鮮
明
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（3
〉
「
正
徳
六
年
申
三
月
日
録
」
（
長
崎
県
立
図
書
館
渡
辺
文
庫
所
蔵
）
。
同
史
料
は
、
会
所
役
人
初
村
茂
四
郎
の
職
陛
書
上
で
あ
る
。
な
お
、
初
村
与
三
次

（
官
左
衛
門
）
の
職
歴
書
上
も
、
同
図
書
館
渡
辺
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
初
村
氏
の
由
緒
を
伝
え
る
文
書
が
峰
家
史
料
に
欠
け
る
現
状
で
は
、
そ
の

伝
来
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
い
に
参
考
に
な
る
史
料
で
あ
る
。
な
お
、
事
保
一
四
年
に
は
、
同
じ
く
森
百
助
と
共
に
銅
方
加
役
を
拝
命
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
時
の
銅
方
関
係
史
料
は
峰
家
史
料
中
に
確
認
で
き
な
い
。

事
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
鍛

九
五
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（4
）
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
（
上
）
（
『
住
友
史
料
叢
書
』
所
収
）
、

E
g－－
g。
以
下
「
年
々
諸
用
留
」
・
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
等
は
、
す
べ
て
『
住
友
史

料
控
曾
』
（
思
文
閤
出
版
、
一
九
八
五
年
二
月
i
）
所
収
分
で
あ
る
。

（5
）
大
坂
出
役
中
の
会
所
役
人
の
名
前
は
、
別
子
銅
の
売
上
代
銀
授
受
に
関
す
る
大
坂
銅
吹
屋
泉
毘
の
会
所
役
人
宛
願
書
等
か
ら
判
明
す
る
（
「
年
々
諸
用

留
」
四
番
（
上
）
・
「
別
子
銅
山
公
用
鰻
」
四
番
に
各
々
所
収
）
。
ま
た
、
出
向
役
人
の
職
名
は
、
「
享
保
六
丑
年
諸
役
料
帳
」
（
長
崎
県
立
図
書
館
所
蔵
〉

よ
り
判
断
し
た
。

（6
）
「
宝
永
六
年
日
記
」
（
『
住
友
史
料
叢
書
』
所
収
）
、
定
∞
。
な
お
、
浜
武
は
、
こ
の
時
、
銅
座
（
銀
座
〉
と
の
交
渉
を
も
つ
が
、
江
戸
か
ら
の
下
知
が
な
い

内
は
売
買
が
出
来
な
い
と
銀
座
役
人
は
主
張
し
、
そ
の
交
渉
が
難
航
し
た
掠
子
が
伺
え
る
。

（7
）
「
銅
方
定
覚
」
。
ま
た
、
明
和
三
年
の
銅
座
再
設
ま
で
は
、
諦
払
役
二
名
を
中
心
と
し
た
会
所
役
人
の
出
役
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
以
降
吟
味
役
一
名
と

舗
払
役
一
名
の
両
名
の
出
向
が
定
例
化
さ
れ
た
。
そ
の
銅
座
出
役
に
伴
う
年
間
諸
経
費
は
、
吟
味
役
一
名
の
支
度
料
・
諸
雑
用
・
旅
費
等
で
総
計
銀
八
貫

一
O
六
匁
、
同
じ
く
諦
払
役
一
名
が
銀
六
貫
九
七
O
目
、
会
所
筆
者
・
同
小
使
の
内
一
名
が
銀
二
貫
一
二
九
匁
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
〈
午
八
月
「
会

所
役
人
大
坂
詰
御
宛
行
料
番
付
」
長
崎
県
立
図
書
館
設
辺
文
庫
）
。
事
保
期
、
特
に
二
年
以
降
の
出
役
は
、
派
遣
人
員
の
見
直
し
ゃ
業
務
自
体
が
銅
の
貿

入
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
（
明
和
銅
座
の
場
合
は
、
地
売
銅
・
古
銅
を
含
め
た
銅
流
通
全
般
に
携
わ
る
）
に
よ
っ
て
、
諸
経
費
の
支
給
額
も
銅
座
へ
の
出
役

時
と
比
較
す
れ
ば
、
随
分
と
抑
制
さ
れ
て
い
た
。

（8
）
こ
の
大
火
は
、
い
わ
ゆ
る
「
妙
知
焼
」
と
呼
ば
れ
る
大
坂
の
大
火
で
あ
る
。
事
保
九
年
三
月
二
一
日
の
火
事
で
、
北
組
・
南
組
・
天
満
組
の
内
、
家
数

一
万
一
，
七
六
五
軒
、
竃
数
六
万
二
九
二
軒
、
土
蔵
一
，
九
一
七
ヶ
所
、
浜
納
屋
一
．
五
四
四
軒
、
橋
数
五
三
ヶ
所
、
大
名
蔵
屋
敷
三

O
軒
、
尾
強
家
・

紀
伊
家
屋
敷
、
西
本
願
寺
等
を
焼
失
、
焼
死
人
二
六
二
人
と
い
う
惨
状
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
泉
屋
で
は
、
家
一
ヶ
所
、
納
屋
四
ヶ
所
、
土
蔵
一
ヶ
所
を
焼

失
し
た
（
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
〈
上
）
、
足
包
1
呂
田
）
。
ま
た
、
初
村
・
森
出
役
時
、
大
火
に
よ
る
銅
吹
屋
へ
の
影
響
を
配
慮
し
、
銅
運
賃
銀
（
定
運
賃

に
二
分
増
）
や
銅
箱
代
の
値
増
を
検
討
し
て
い
る
（
「
銅
方
定
党
」
）
。

（9
）
「
大
意
書
」
巻
一
（
下
）
（
『
近
世
社
会
経
済
叢
書
』
第
七
巻
、
改
造
社
、
一
九
二
五
年
一
二
月
〉
、
司
自
。

（
凶
）
拙
稿
「
近
世
長
崎
銅
吹
所
に
つ
い
て
」
（
『
史
淵
』
一
三
五
輯
、
一
九
九
八
年
三
月
三

（U
）
「
御
割
合
御
用
銅
」
の
廃
止
後
、
長
崎
へ
の
銅
直
送
を
長
崎
奉
行
ら
は
画
策
し
た
が
、
秋
田
・
南
部
藩
等
は
、
「
不
勝
手
之
段
」
を
以
て
、
大
坂
へ
の
銅

廻
送
を
支
持
し
た
。
ま
た
、
泉
毘
を
は
じ
め
、
山
師
ら
も
長
崎
直
送
を
「
不
勝
手
」
と
す
る
願
書
を
提
出
し
た
た
め
、
長
崎
直
送
は
撤
回
さ
れ
た
（
「
別
子

銅
山
公
用
帳
」
コ
一
番
ノ
二
、

E
g－－
2
）
。
長
崎
直
送
撤
回
の
背
景
と
し
て
は
、
産
銅
の
大
坂
問
屋
資
本
に
よ
る
前
貸
支
配
が
想
定
で
き
、
そ
の
穏
と
問



屋
の
金
融
関
係
を
精
算
で
き
な
い
こ
と
が
撤
回
の
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
思
わ
れ
る
。
事
後
展
開
さ
れ
る
如
何
な
る
幕
府
銅
統
制
策
も
、
こ
の
関
係
に
は

手
を
付
け
き
れ
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ロ
）
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
〈
上
）
、

2
－T
E－－
a
。

（
日
）
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
〈
上
）
、
司
＝
吋
S
E
－－∞。

（M
）
但
し
、
金
を
銀
に
換
算
す
る
際
、
金
一
両
を
銀
六
O
目
（
飛
騨
・
伊
豆
・
越
前
大
野
）
・
四
五
匁
（
仙
台
熊
沢
）
・
四
八
匁
（
南
部
・
永
松
）
の
三
通
り

の
換
算
値
が
存
在
す
る
。
享
保
四
年
に
つ
い
て
、
秋
田
銅
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
「
享
保
元
申
年
よ
り
丑
年
迄
六
ヶ
年
、
御
勘
定
所
白
山
師
被
差

出
、
山
元
仕
上
り
山
切
直
段
勘
定
帳
之
遇
、
長
崎
御
用
御
買
入
ニ
相
成
候
、
此
直
段
申
年
よ
り
成
年
迄
、
荒
銅
百
斤
ニ
付
、
四
宝
銀
弐
百
四
拾
匁
余
迄
、

亥
年
よ
り
丑
年
迄
、
鹿
長
之
新
銀
百
弐
拾
六
匁
迄
、
不
同
ニ
御
買
入
ニ
相
成
候
」
（
「
御
廻
銅
高
調
」
・
『
新
秋
田
叢
書
』
第
十
四
巻
、
歴
史
図
書
社
、
一

九
七
二
年
七
月
、

3
s
i官
。
）
と
、
当
該
期
が
四
宝
銀
（
享
保
七
年
適
用
停
止
）
か
ら
新
銀
へ
の
移
行
期
に
あ
た
り
、
そ
の
影
響
と
し
て
、
金
一
両
に
対

す
る
銀
の
換
算
値
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。

（
日
）
長
崎
鋼
会
所
は
、
「
事
保
七
寅
年
8
長
崎
直
御
支
配
ニ
付
、
吹
賃
井
唐
阿
蘭
陀
掛
渡
銅
運
送
日
雇
人
足
賃
銀
・
鋼
会
所
雑
用
御
勘
定
仕
上
帳
面
御
番
地

（
所
ヵ
）
へ
差
上
候
事
」
と
、
事
保
七
年
を
画
期
に
長
崎
奉
行
所
か
ら
の
統
制
が
強
化
さ
れ
、
同
一
一
年
よ
り
は
、
年
聞
の
雑
用
銀
に
つ
い
て
銀
二
三
貫

目
の
支
出
枠
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
額
で
三
ヶ
年
の
引
舗
が
決
定
さ
れ
る
等
、
次
第
に
長
崎
会
所
か
ら
の
財
政
的
な
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
銅
吹

屋
を
主
体
と
し
た
廻
銅
業
務
へ
の
長
崎
側
の
関
与
が
伺
え
る
（
「
長
崎
鋼
会
所
最
初
8
仕
方
一
件
口
上
書
」
長
崎
県
立
図
書
館
渡
辺
文
廊
）
。
こ
の
引
用
史

料
は
、
午
一

O
月
付
、
長
崎
銅
会
所
支
配
人
永
（
舟

3
井
武
衛
門
・
大
坂
屋
文
兵
衛
・
泉
屋
茂
兵
荷
の
連
名
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
享
保
一
三

年
か
ら
「
今
年
ニ
至
拾
壱
年
ニ
及
申
候
」
と
文
中
に
あ
る
の
で
、
午
は
元
文
三
年
と
推
定
で
き
る
。
時
期
的
な
状
況
か
ら
、
元
文
銅
座
の
設
置
と
長
崎
銅

吹
所
の
廃
止
に
伴
い
長
崎
鋼
会
所
の
来
歴
や
唐
・
阿
蘭
陀
船
へ
の
銅
搬
送
手
続
き
な
ど
を
上
申
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
後
年
の
写
し
で
あ
り
、
舟

を
永
と
誤
記
す
る
な
ど
誤
り
が
多
い
。

（
防
）
例
え
ば
、
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
（
上
）
に
、
「
去
ル
未
年
〈
正
徳
五
年
）
迄
四
ヶ
年
、
銅
吹
屋
共
8
荒
銅
買
入
吹
立
、
竿
銅
－
一
仕
、
長
崎
へ
差
廻
シ
、

着
直
段
を
以
売
上
、
銅
代
銀
受
取
申
候
積
り
御
座
候
、
然
ル
所
銅
吹
屋
共
8
先
達
あ
願
上
、
大
坂
ニ
あ
家
質
差
上
ヶ
、
御
銀
子
三
百
〆
匁
御
前
借
被
仰
付
、

年
々
長
崎
着
銅
代
銀
を
以
返
納
仕
来
候
旨
ニ
御
座
候
」
（
2
S
1
5
8
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
正
徳
五
年
七
月
廿
三
日
時
点
で
の
大
坂
銅
吹
屋
の
前

借
高
（
前
年
五
月
一
六
日
か
ら
翌
年
三
月
五
日
迄
）
は
、
長
崎
御
用
銅
五

O
O万
斤
の
廻
銅
請
負
で
、
合
計
銀
六
，

O
五
五
貫
目
に
も
及
ぷ
（
「
年
々
諸
用

留
」
三
番
、
足
N
0
1
M
M
吋）。

享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀
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（
げ
）
例
え
ば
、
正
徳
新
令
施
行
に
関
す
る
長
崎
奉
行
大
岡
清
相
よ
り
大
坂
宿
老
へ
の
通
達
に
は
、
「
大
坂
に
お
ゐ
て
吹
屋
共
御
蔵
8
御
前
借
銀
相
渡
候
分
之

銀
高
ハ
、
当
地
（
長
崎
）

8
大
坂
御
蔵
納
可
仕
候
事
」
と
あ
る
（
「
年
々
諸
用
留
」
三
番
、
同
M
M
M
3
0

ま
た
、
元
禄
銅
座
設
置
以
前
は
、
「
先
年
は
（
元
禄
一

三
年
以
前
）
唐
人
方
長
崎
に
あ
唐
船
之
宿
町

t銅
屋
共
へ
直
ニ
受
取
申
候
処
、
元
禄
十
一
寅
年
8
、
長
崎
会
所
と
申
役
所
出
来
仕
、
其
以
後
は
銅
代
銀
、

長
崎
会
所
8
銅
屋
共
受
取
申
候
、
且
又
阿
蘭
陀
方
ハ
、
阿
蘭
陀
方
ニ
金
場
有
之
候
故
、
則
金
場
8
代
金
銅
匿
共
直
ニ
受
取
申
候
、
尤
、
公
儀
銅
代
御
渡
し

披
成
候
義
は
無
御
座
候
」
〈
「
年
々
諸
用
留
」
二
番
、

2
0
3
と
あ
り
、
長
崎
会
所
設
置
以
降
は
長
時
会
所
か
ら
直
接
に
銅
代
銀
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
た

だ
、
「
諸
国
商
人
方
へ
代
物
質
申
代
金
を
致
為
替
、
商
人
手
前

t銅
代
銀
受
取
申
訳
も
御
座
候
」
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
商
人
為
替
に
よ
る
銅
代
授
受
も

存
在
し
た
ら
し
い
〈
「
銅
座
御
周
知
」
、
司
自
3

0

元
禄
銅
座
が
設
置
さ
れ
て
よ
り
は
、
棒
鋼
代
は
銅
座
よ
り
吹
屋
へ
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
た
〈
「
銅

座
公
用
留
」
、

E
g
等
参
照
）
。
ま
た
、
同
時
に
銅
座
は
、
幕
府
か
ら
の
拝
借
銀
も
受
け
（
「
同
前
」
、

2
N
S、
代
銀
授
受
の
外
に
銅
吹
屋
へ
の
銅
代
前
借

等
も
実
施
し
つ
つ
（
「
同
前
」
、

2
g
i
g－
等
参
照
）
、
積
極
的
な
銅
集
荷
を
画
策
し
た
。
そ
こ
で
、
元
禄
銅
座
設
置
期
間
の
、
長
崎
会
所
か
ら
銅
座
へ
の

代
銀
送
付
が
問
題
と
な
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
元
禄
一
五
年
二
月
の
段
階
で
確
認
で
き
る
尾
本
吉
左
衛
門
や
八
谷
彦
九
郎
ら
大
坂
銅
座
の
長
崎
出
向
役
人

（
「
銅
座
御
周
知
」
、

5
8
が
、
長
崎
会
所
か
ら
代
銀
を
現
地
で
受
け
取
り
、
こ
れ
を
大
坂
銅
座
へ
送
銀
し
た
と
も
恩
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
閣
の
事
情

は
詳
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
「
商
人
手
前
8
長
崎
へ
指
下
シ
候
金
銀
為
替
取
組
候
儀
、
当
地
ニ
あ
受
取
、
長
崎
－
一
あ
竿
銅
売
渡
代
金
を
以
、
右
為
替
相
渡
し

候
迄
、
日
相
之
歩
銀
は
其
時
々
之
見
合
次
第
、
為
替
取
組
可
申
候
」
（
「
銅
座
御
用
相
」
、
同

vgM）
や
「
銅
代
金
上
下
為
替
取
組
候
義
、
肝
煎
人
ハ
邪
魔
ニ
可

成
候
、
商
人
為
替
望
次
第
、
銅
座
へ
直
相
対
ニ
致
候
ハ
＼
勝
手
可
有
候
」
（
「
前
向
」
、

3
8）
と
、
大
坂
か
ら
長
崎
へ
の
貿
易
商
人
の
輸
入
品
質
付
代
銀

の
送
付
と
、
長
崎
会
所
か
ら
払
わ
れ
る
銅
代
銀
と
で
の
商
人
為
替
の
取
組
み
が
画
策
さ
れ
て
い
が
、
こ
れ
は
、
銅
座
に
よ
る
銅
買
付
資
金
迎
営
の
問
題
、

特
に
銅
代
・
前
借
の
支
払
遅
滞
の
解
消
を
目
的
に
画
策
さ
れ
た
方
途
と
思
わ
れ
る
。

〈
児
）
中
田
易
直
・
中
村
質
校
訂
『
崎
陽
群
談
』
（
近
藤
出
版
、
一
九
七
四
年
一
二
月
〉
、
－

8
1
5
t

〈
叩
）
続
く
、
「
足
シ
銀
」
と
は
、
長
崎
で
の
唐
蘭
貿
易
で
の
銅
取
引
額
と
圏
内
銅
の
買
入
額
の
差
額
を
長
崎
会
所
が
補
境
し
た
い
わ
ゆ
る
「
銅
償
銀
」
的
な
銅

貿
易
の
構
造
上
の
問
題
か
ら
派
生
し
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、

覚

宮
内
縁
凶
年
》

一
、
辰
年
春
、
唐
人
船
へ
銅
売
直
段
、
正
味
百
九
匁
七
分
か
へ

一
、
周
年
秋
、
唐
人
船
へ
銅
売
直
段
、
正
味
百
拾
一
匁
か
へ

此
外
ニ
従
公
儀
、
銅
百
斤
ニ
付
二
匁
三
分
ツ
＼
御
足
シ
銀
と
披
仰
、
被
下
候



と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
足
シ
銀
」
額
も
銅
値
段
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
銅
吹
屋
へ
の
手
当
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
も
の
と
恩
わ

れ
る
（
「
銅
座
御
周
知
」
・
『
住
友
史
料
叢
書
』
所
収
、
元
禄
一
五
年
七
月
二
六
日
条
、

g
－S。

（
却
）
同
文
書
は
表
題
を
欠
く
書
冊
で
あ
る
が
、
長
崎
会
所
目
付
村
山
庄
右
衛
門
の
勤
務
歴
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
そ
の
記
載
内
容
に
は
信
が
置
け
る
（
柳

川
古
文
書
館
付
託
村
山
ト
シ
氏
所
蔵
文
書
）
。
こ
の
滞
銀
は
、
勘
定
・
長
崎
奉
行
兼
帯
石
谷
清
昌
が
、
宝
暦
一
二
年
長
崎
下
向
の
際
、
御
勘
定
益
田
新
助
・

篠
木
六
左
衛
門
に
命
じ
、
「
一
件
御
寄
付
井
証
文
之
写
」
等
を
吟
味
の
上
、
宝
暦
一
三
年
よ
り
そ
の
返
納
が
再
び
実
施
さ
れ
た
。

（
別
）
『
日
本
思
想
史
体
系
』
五
九

l
近
世
町
人
思
想
｜
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
一
一
月
）
、
司

MMMiMMω
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
九
州
大
名
方
へ

の
貸
付
銀
と
し
て
、
「
凡
八
九
千
貫
目
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
村
山
家
の
記
録
と
盤
合
性
を
も
っ
。

（
幻
）
「
未
年
唐
阿
蘭
陀
商
売
方
覚
書
」
（
略
家
史
料

5
T
H
S。
こ
の
史
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
註
（
凶
）
を
参
照
。

（
お
）
「
享
保
十
一
年
二
月
銅
代
請
方
帳
」
（
峰
家
史
料

5
4
l
C。

（M
）
こ
の
差
配
を
し
た
の
は
福
田
六
左
衛
円
で
あ
り
、
そ
の
聞
の
事
情
は
、
「
鋼
方
定
覚
」
の
「
右
之
通
先
納
申
付
候
所
、
二
月
十
八
日
8
内
ニ
相
納
候
得
ハ

日
歩
取
ら
せ
候
付
納
候
日
限
可
披
申
越
候
、
右
銀
を
以
荒
銅
買
入
可
披
申
候
、
尤
追
々
銀
子
仕
登
セ
可
申
事
、
右
銀
取
立
之
儀
大
坂
在
勤
之
手
代
共
方
向

も
申
迫
置
候
、
各
上
着
以
前
ニ
手
代
共
取
立
置
候
ハ
、
各
方
向
早
々
請
取
可
被
申
事
」
か
ら
判
断
で
き
る
。

（
お
）
「
大
意
書
」
巻
一
（
上
〉
、

2
1明。

〈
部
）
内
分
受
用
銀
高
は
、
年
間
銀
九
貫
九
六
九
匁
に
及
び
、
京
都
芳
野
屋
三
郎
九
郎
手
代
ら
の
解
雇
に
伴
い
、
大
坂
銅
座
雑
用
の
内
、
「
長
崎
方
向
掛
り
候

分
」
の
財
源
と
し
て
繰
り
入
れ
ら
れ
た
（
「
大
意
書
」
巻
二
上
）
、

2
0
1
M
O）
。
ま
た
、
享
保
一
一
年
の
銀
見
等
雇
賃
は
、
「
大
坂
－
一
あ
承
合
雇
ひ
可
被
申

候
、
尤
雇
賃
銀
之
儀
ハ
彼
地
－
一
号
宜
鋪
取
計
ひ
可
披
申
候
」
と
、
暖
昧
な
指
示
が
曲
さ
れ
て
い
る
（
「
銅
方
定
書
」
）
。

（
幻
）
「
年
々
諸
用
留
」
四
番
（
上
）
、
足
尽
・

ω言
。
近
江
屋
に
よ
る
立
川
銅
売
上
に
関
し
て
は
、
泉
尾
の
記
録
に
も
存
在
し
な
い
。

（
却
）
「
事
保
十
一
丙
午
年
二
月
銅
代
銀
向
々
請
取
証
文
・
吹
屋
中
荒
銅
請
取
証
文
・
荒
銅
売
上
証
文
控
」
（
略
家
史
料
＝
。
ム
）
。

（
却
〉
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
四
番
、

s
a
i
s－
な
お
、
享
保
一
二
年
六
月
に
、
泉
昆
・
大
坂
屋
が
銅
代
の
大
坂
一
括
払
を
要
求
し
た
。
会
所
は
、
こ
の
要

求
を
容
れ
る
代
り
に
、
神
鋼
代
一

O
八
匁
五
分
へ
の
切
り
下
げ
を
銅
吹
屋
へ
容
認
さ
せ
た
。
ま
た
、
事
保
一

O
年
三
月
の
長
崎
銅
会
所
の
勤
務
規
定
に
、

為
替
を
組
ま
ず
、
飛
脚
に
っ
て
代
銀
を
送
付
す
る
よ
う
指
示
す
る
箇
所
が
あ
り
、
銅
代
の
一
部
長
崎
渡
の
事
実
を
確
認
で
き
る
（
「
年
々
諸
用
留
」
四
番

｛上）、

s
a
i
M∞S
。

（
卸
）
別
子
銅
に
つ
い
て
は
、
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
四
番
に
、
当
該
期
、
会
所
役
人
宛
の
銅
代
値
増
請
求
や
代
銀
渡
方
に
関
す
る
請
求
等
が
収
録
さ
れ
て
い

享
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

九
九



事
保
期
長
崎
会
所
役
人
の
大
坂
出
役
と
御
用
銅
代
の
大
坂
送
銀

一O
O

る
。
事
保
七
年
八
月
、
会
所
役
人
諜
四
郎
右
衛
門
・
小
嶋
伝
兵
衛
ら
に
対
し
、
泉
屋
は
、
当
座
廻
着
分
二
六
万
斤
を
、
「
移
敷
損
亡
」
な
が
ら
も
、
一

O
O

斤
銀
九
O
目
替
で
の
売
上
を
請
け
負
っ
た
（
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
三
番
ノ
二
、

2
2
1
E
N）
。
そ
の
後
も
、
別
子
銅
売
上
に
と
も
な
う
買
上
単
価
の
値
上

請
求
は
度
々
出
さ
れ
、
事
保
九
年
に
は
、
秋
田
荒
銅
の
買
上
価
格
が
一

O
O斤
銀
九
五
匁
と
な
っ
た
こ
と
を
う
け
、
先
の
二
六
万
斤
分
に
つ
い
て
、
銀
五

匁
宛
の
増
銀
を
申
請
し
許
可
さ
れ
て
い
る
（
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
四
番
、
同

UNa－
ま
た
、
同
一
一
年
二
月
に
は
、
棒
鋼
一

O
O斤
に
付
銀
一

O
九
匁
五

分
替
で
の
売
上
（
箱
代
・
縄
・
釘
・
人
足
賃
・
運
賃
共
）
と
代
銀
の
大
坂
渡
を
初
村
・
森
に
願
い
、
そ
の
売
上
予
定
高
（
八
i
九
O
万
斤
）
を
後
藤
惣
左

衛
門
（
長
崎
町
年
寄
）
へ
報
告
し
、
値
増
願
は
許
可
さ
れ
た
（
「
間
前
」
、
足
勾
i
自
∞
）
。
さ
ら
に
、
代
銀
に
つ
い
て
は
、
半
分
を
大
坂
渡
、
残
分
は
長
崎

へ
廻
着
次
第
の
渡
方
と
し
た
A
Z
所
役
人
の
諮
問
に
対
し
、
元
代
銀
の
内
銀
九
O
自
分
を
大
坂
に
て
、
残
分
を
廻
着
次
第
長
崎
に
て
の
渡
方
と
す
べ
く
再
願

し
許
可
を
得
た
（
「
同
前
」
、
足

g
・
当
。
）
。
ま
た
、
翌
一
二
年
か
ら
は
、
代
銀
の
大
坂
一
括
払
実
施
を
契
機
に
、
会
所
役
人
が
銅
買
入
単
価
の
引
下
を
敢

行
し
た
。
銅
吹
屋
〈
泉
屋
）
か
ら
の
抵
抗
は
必
歪
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
銀
一
匁
五
分
の
引
下
で
の
売
上
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

（
「
同
前
」
、
司
自
S
、
長
崎
会
所
側
は
、
銅
貿
易
の
銅
輸
出
単
価
と
御
用
銅
の
大
坂
買
入
単
価
と
の
差
損
を
、
可
能
な
限
り
軽
減
す
べ
く
、
そ
の
最
大
の
買

入
先
と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
、
買
入
単
価
の
切
り
下
げ
を
執
鋤
に
迫
っ
て
い
る
事
実
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
大
坂
で
の
代
銀
一
括
払
を
契
機
に
こ
の

実
施
を
踏
み
切
る
な
ど
、
長
崎
会
所
に
よ
る
大
坂
で
の
銅
直
買
入
を
画
期
と
し
た
長
崎
｜
大
坂
聞
の
為
替
送
銀
シ
ス
テ
ム
の
整
備
・
確
立
が
、
こ
う
し
た

要
求
の
貫
徹
に
大
い
に
寄
与
し
た
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う




